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 会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 松田 麻紀子 

決裁 

市 長 副市長 教育長 部 長 次 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

         

件 名 令和６年第８回龍ケ崎市教育委員会定例会 

年 月 日 令和６年８月２９日（木）午後２時００分～午後２時３４分 

場 所 龍ケ崎市役所附属棟１階第１会議室 

出 席 委 員 大古輝夫教育長、根本勇一教育長職務代理者、山﨑麻里委員、膳法亜沙子委員 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者 ４名 

出 席 者 

 教育部長                中村 兼次 
 教育委員会事務局次長          大堀 敏雄 
 教育総務課長              名島 正博 
 文化・生涯学習課長           松崎 竜弥 
 指導課長                千葉 幸子 
 教育センター所長            熊澤 つむぎ 
 学校給食センター所長          岩井 務 
 教育総務課長補佐            海老原 弘一 
 教育総務課長補佐            助川 由紀子 
 教育総務課係長             松田 麻紀子 

議 事 日 程 

１ 開会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議 事 
  議案第１号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 

議案第２号 令和５年度龍ケ崎市教育委員会の事務に関する点検評価報告書の
提出について 

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度龍ケ崎市一般
会計補正予算について） 

５ 報告事項 
（１）龍ケ崎市立図書館指定管理者の公募について 
６ 閉会 

 
教 育 長 

 
 

 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 

（１）開会 
 委員の皆様、本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございま
す。今回の教育委員会定例会を開催するに当たりまして、会議を傍聴したい旨、  
４名の方から申出がありましたので、委員の皆様方にお諮りしたいと思います。 
 本日の議事は、議案２件、報告１件、報告事項１件の審議が予定されております
が、公開として傍聴を許可してよろしいでしょうか。 
 
 異議なし。 
 
 それでは、本日の会議については、公開といたします。傍聴される方の入場をお
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教 育 長 
 
 
 

 
 
教 育 長 

 
 
全 委 員 
 
教 育 長 

 
 
教 育 長 

 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 

指 導 課 長 
 
 
教 育 長 
 
全 委 員 
 
教 育 長 

 
 

全 委 員 
 

教 育 長 

願いいたします。 
 

（傍聴者入場） 
 
 傍聴される方にお願いを申し上げます。傍聴に際しましては、教育委員会会議傍
聴人規則に従いまして、会議中は御静粛にお願いします。本日の会議は、全委員が
出席されており定足数に達しておりますので、令和６年第８回龍ケ崎市教育委員会
定例会を開会いたします。 
 
（２）前回会議録の承認 
 はじめに、７月に開催した定例会の会議録の承認を行います。会議録につきまして
は、原案のとおりでよろしいでしょうか。 
 
異議なし。 

 
それでは、会議録については、原案のとおり承認いたします。 

 
（３）教育長報告 
続きまして、教育長報告をさせていただきます。 

（境町教育委員会視察、新任副校長・新任教頭面談、新任教務主任面談、令和６年
度茨城県市町村教育長協議会夏期研修会、県南教育事務所人事課長面談、台風７号
対応、龍ケ崎市教育委員会の事務に関する点検評価、令和６年度龍ケ崎市２４歳の
つどい、市教育研究会夏季研修会、英語プレゼンテーションフォーラム県南大会、
非核平和推進事業に係る長崎への中学生派遣事業、第１回教育支援委員会） 
 
私からの報告は、以上でございます。委員の皆様方から御質問等がございました

ら、お願いいたします。 
    
 特になし。 
 
（４）議案第１号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について  
 それでは議事に入ります。議案第１号「龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用につ
いて」事務局から説明をお願いします。 
 

（指導課長 議案第１号について説明） 
 
ただいま、議案第１号について説明がありましたが、御意見等がございましたら、

お願いいたします。 
 
 新任の方はどなたになりますか。 
 
 一番上の石川委員と次ページの下から二番目の友部委員、定期人事異動によりあ
て職となっていた学校教育関係者が新任となります。 
 
 何か意見はございませんか。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１号については、原案のとおり可決されました。 
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教 育 長 
 
 

 
 
教 育 長 

 
 

教 育 長 
 

膳 法 委 員 
 
 
 
 
 
 
 

教育総務課長 

 
 

教 育 長 
 

根 本 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 

根 本 委 員 
 

教 育 長 
 

山 﨑 委 員 
 

 
教 育 長 

 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

 
（５）議案第２号 令和５年度龍ケ崎市教育委員会の事務に関する点検評価報告書
の提出について 
 続いて、議案第２号「令和５年度龍ケ崎市教育委員会の事務に関する点検評価報
告書の提出について」事務局から説明をお願いします。 

 
（教育総務課長 議案第２号について説明） 

 
ただいま、議案第２号について説明がありましたが、御意見等がございましたら、

お願いいたします。 
 
 膳法委員いかがでしょうか。 
 
 意見を取り入れていただいて、ありがとうございました。今、説明いただいたよ
うに例えば２３ページですけれど、令和５年度と令和４年度をパーセンテージで見
ると生徒が７３．１％から７０．４％に下がっているように見えますが、絶対値で
見ると変わっていないのではないかと見えてきましたし、とても良い取り組みだと
思いました。点検評価報告書にポジティブなこと、ネガティブなことがそれぞれ記
載されていますが、これを今後どのように取り入れていくのか、どれぐらいのスパ
ンで次の課題として掲げるのか予定を教えてほしいです。 
 
 直近ですぐ対応できるものであれば、施策の方に取り入れて数字を上げていく努
力をしたいと思います。 
 
 根本委員はいかがでしょうか。 
 
 数値等が記載されたことによって見やすくなりましたし、さらに調査の信憑性が
明確になったのではと思いました。１つだけ、今後また点検評価をする時に教育プ
ランの中で具現化されているものだと思いますので、この中から逸脱するものとい
うのは仕方ないのかもしれませんが、気になるところが子どもたちの情操面、文化
芸術面に対して、どう子どもたちに培っていくのかということですね。以前のもの
にはあったかと思うのですが、今のものにはないのが少し寂しいなという印象です。
以前は市の音楽祭がありましたね。今は市の芸術祭で絵画や習字などが展示されて
いて子どもたちが相互に見る機会は保たれてはいますが、芸術面に関しても運動面
との両輪として育てていけるような取り組みがあっても良いのかなと思いました。
今後、ご検討いただければありがたいと思います。 
 
 意見ということでよろしいですか。 
 
 はい。意見ということで結構でございます。 
 
 山﨑委員はいかがでしょうか。 
 
 パーセンテージの他に人数が記載されていることによって、保護者の方も、より
見やすいのではないかと思いました。 
 
他はよろしいでしょうか。それでは、採決に移ります。議案第２号について、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第２号については、原案のとおり可決されました。 
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教 育 長 

 
 

 
 
教 育 長 

 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
教 育 長 

 
 
 
 

教 育 長 
 
 

根 本 委 員 
 
 
 
 
 

文化・生涯学
習 課 長 

 
根 本 委 員 

 
教 育 長 

 
全 委 員 

 
教 育 長 

 
 

事 務 局 
 
 
 

教 育 長 
 

 
 

（６）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度龍ケ崎市一
般会計補正予算について） 
 続いて、報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（令和６年度龍ケ崎
市一般会計補正予算について）」事務局から説明をお願いします。 
 

（次長 報告第１号について説明） 
 
 ただいま、報告第１号について説明がありましたが、これについて御質問等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは、採決に移ります。報告第１号について、原案のとおり承認することに

御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、報告第１号については、原案のとおり承認されました。 
 
（７）報告事項１ 龍ケ崎市立図書館指定管理者の公募について 
続いて、報告事項１「龍ケ崎市立図書館指定管理者の公募について」です。事務

局から説明をお願いします。 
 

（文化・生涯学習課長 報告事項１について説明） 
 

 ただいま、報告事項１について、説明がありましたが、これについて御質問等が
ございましたらお願いいたします。 
 
 すいません。直接関わりないかもしれませんが、昨日のニュースでヨーカドーが
来年２月を目途に順次撤退ということで龍ケ崎のヨーカドーも撤退という形になっ
ているかと思いますが、サプラに関してはヨーカドーだけが撤退してテナントは存
続するのでしょうか。ここで聞くことではないと思うのですが、どうなのでしょう
か。 
 
 今のところ、ヨーカドーだけが撤退ということでサプラ自体はそのまま存続する
と認識しております。 
 
 そうですか。安心しました。ありがとうございました。 
 
 その他はいかがでしょうか。 
 
 特になし。 
 
 それでは本日の議事は以上ですので、これで閉会したいと思います。最後に、事
務局から連絡事項がございます。 
  
次回以降の会議の日程についてお知らせします。９月は、９月２５日（水）午後

２時から、１０月については、１０月２３日（水）午後２時から予定しています。
よろしくお願いいたします。 
 
 それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。お疲れさ
までした。 
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【議決事項】 
  議案第１号 龍ケ崎市教育支援委員会委員の任用について 

議案第２号 令和５年度龍ケ崎市教育委員会の事務に関する点検評価報告書の
提出について 

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度龍ケ崎市一般
会計補正予算について） 

 
【会議録調製年月日】 
 令和６年９月５日 
 
【会議録調製者】  
 龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 係長 松田 麻紀子 
 

 龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により、この会議録を
調製させ、署名する。 
                     教育長  大 古 輝 夫 

情 報 公 開 公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第 条 号該当） 

       

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


